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 ◇ 告  示 ページ 

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定による特定施設の設置の許可申請

【環境局環境監視部環境監視課】 ２

○ 居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業

者の指定【保健福祉局地域福祉部介護保険課】 ６

○ 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定居宅

介護支援事業者からの廃止の届出【保健福祉局地域福祉部介護保険課

】 ７

○ 指定地域密着型サービス事業者からの廃止の届出【保健福祉局地域福

祉部介護保険課】 ８
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北九州市告示第４８４号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  平成２８年１２月１３日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 申請の概要

 （１） 申請者

      北九州市八幡東区大字前田１５２０番地１０

ワタキューセイモア株式会社北九州営業所

      営業所長 徳島裕樹

 （２） 工場又は事業場の所在地及び名称

      北九州市八幡東区大字前田１５２０番地１０

ワタキューセイモア株式会社北九州工場

 （３） 設置の許可申請があった特定施設に関する事項 

   ア 種類、名称及び能力 

種類 ６７号 洗濯業の用に供する洗浄施設

名称及び型式 
⑳、 水洗脱水機

IＷＥ－５０

 、 水洗脱水機

ＷＮ５０２

能力 ５０ｋｇ/回 ５０ｋｇ/回

   イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間及び季節的変動 

⑳、 水洗脱水機

IＷＥ－５０

 、 水洗脱水機

ＷＮ５０２

使用時間間隔 ５：５０～２１：００ ５：５０～２１：００

１日当たりの使用時間 １５．２時間 １５．２時間

季節的変動 なし なし
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   ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量

及び汚染状態 

⑳、 水洗脱水機

IＷＥ－５０ 

 、 水洗脱水機

ＷＮ５０２ 

汚水等の量 

(m3／日) 

通常 最大 通常 最大 

２９ ３２ ２５ ２７ 

ｐＨ 7.3～13.3 7.3～13.3 7.3～13.3 7.3～13.3 

ＣＯＤ（ｍｇ/L） ２８０ ３５０ ２８０ ３５０

ＳＳ （ｍｇ/L） ２５０ ３００ ２５０ ３００

Ｔ-Ｎ（ｍｇ/L） ４０ ５０ ４０ ５０

Ｔ-Ｐ（ｍｇ/L） １８ ２０ １８ ２０

 （４） 汚水等の処理方法に関する事項 

 ア 処理施設の名称、能力及び処理の方法 

処理施設の名称 処理施設①（活性汚泥処理装置） 

能力 ９００ｍ３/日 

処理の方法 
中和＋二相式活性汚泥法＋濃度勾配活性汚泥処理＋滅菌

＋脱水 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間及び季節的変動 

使用時間間隔 連続 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

ウ 使用時における当該汚水処理施設による処理前及び処理後の汚水等の

１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常

の値及び最大の値等 

処理前 処理後 

汚水量 

（ｍ３/日） 

通常    ８０６ 

最大    ８９９ 

通常      ８０１ 

最大      ８９３ 
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水素イオン濃度 ７．３～１３．３ ５．８～８．６ 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常      １５０ 

最大      １５０ 

通常        ３０ 

最大        ３０ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常      ２００ 

最大      ２００ 

通常        １５ 

最大        ２５ 

浮遊物質量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常      １５０ 

最大      １５０ 

通常        １５ 

最大        ２０ 

ノルマルヘキサン抽出物質

含有量（鉱油類含有量） 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常       ２０ 

最大       ３０ 

通常           １ 

最大           ２ 

窒素含有量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常       ３０ 

最大       ３０   

通常        １５ 

最大        １５ 

りん含有量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常          ３．５ 

最大          ３．５ 

通常           １．０ 

最大           １．０ 

 （５） 排出水に関する事項

  ア 排水口名                                                    

    排水口Ｎｏ.１

  イ 排出水の量及び汚染状態 

名称 排水口Ｎo．１ 

排出水の量 

（ｍ３/日） 

通常    ８０１ 

最大    ８９３ 

水素イオン濃度 ５．８～８．６ 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常     １５以下 

最大     ２５以下 

浮遊物質量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常     １５以下 

最大     ２０以下 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（動植物油脂類含有量） 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常      １以下 

最大      ２以下 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（鉱油類含有量） 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常      １以下 

最大      ２以下 
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窒素含有量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常     １５以下 

最大     １５以下 

りん含有量 

（ｍｇ/Ｌ） 

通常      １以下 

最大      １以下 

２ 縦覧の期間及び場所

 （１） 期間 

   平成２８年１２月１３日から平成２９年１月４日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日並びに平成２８年１２月２９日から平成２９年１月３日までの日を除

く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

 （２） 場所 

      北九州市小倉北区城内１番１号

     北九州市環境局環境監視部環境監視課

３ 意見書の提出要領

  当該事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した

文書を、平成２９年１月４日までに上記縦覧場所に到着するように提出する

こと。 
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北九州市告示第４８５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項、第５３条第１項及び第４６条第１項の規定に基づき、居宅サービス事業者

、介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者を指定したので、法第７８

条、第１１５条の１０及び第８５条の規定により、次のように告示する。 

  平成２８年１２月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４ ０ ６ ６

６ ９ ０ ５

２２ 

訪問看護ステー

ションゆずりは 

北九州市八幡東

区大蔵二丁目３

番１３号 

株 式 会 社 ゆ

ず り は Ｗ Ｏ

Ｒ Ｋ Ｓ 

平 成 ２ ８

年 １ ２ 月

１ 日 

２ 通所介護及び介護予防通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ６ ９

６７ 

Ｓｍｉｌｅ Ｌ

ｉｆｅ  ＮＡＴ

ＵＲＡＬ 

北九州市八幡西

区楠橋上方二丁

目１６番１３号 

株 式 会 社 Ｇ

ｒ ｅ ｅ ｎ 

平 成 ２ ８

年 １ ２ 月

１ 日 

３ 居宅介護支援 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４ ０ ７ ０

１ ０ ２ ８

０３ 

ケアプランセン

ター スマイル

大里東 

北九州市門司区

大里東二丁目１

０番４号 

メ デ ィ カ ル

ネ ッ ト サ ー

ビ ス ・ ス ポ

ー ツ 株 式 会

社 

平 成 ２ ８

年 １ ２ 月

１ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ６ ９

７５ 

ケアプランセン

ターＧｒｅｅｎ 

北九州市八幡西

区楠橋上方二丁

目１６番１３号 

株 式 会 社 Ｇ

ｒ ｅ ｅ ｎ 

平 成 ２ ８

年 １ ２ 月

１ 日 
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北九州市告示第４８６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項、第１１５条の５第２項及び第８２条第２項の規定に基づき、指定居宅サー

ビス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者から廃

止の届出があったので、法第７８条、第１１５条の１０及び第８５条の規定に

より、次のように告示する。 

  平成２８年１２月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護及び介護予防訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ４ ６

０２ 

ヘルパーステー

ション 輝き 

北九州市小倉南

区下石田一丁目

５番３号 

株 式 会 社 輝

き 

平 成 ２ ８

年 １ １ 月

３ ０ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ６ ７

３６ 

訪問介護 みつ

ばち 

北九州市八幡西

区則松六丁目１

２番１号 

株 式 会 社 訪

問 介 護 み つ

ばち 

平 成 ２ ８

年 １ １ 月

３ ０ 日 

２ 介護予防通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ ７

５３ 

デイホーム ナ

チュラル 

北九州市八幡西

区楠橋上方一丁

目９番１５号 

株 式 会 社 Ｇ

ｒ ｅ ｅ ｎ 

平 成 ２ ８

年 １ １ 月

３ ０ 日 

３ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ２ ８

７９ 

株式会社 イン

ターアクト 

北九州市小倉南

区横代東町二丁

目１１番２７号 

株 式 会 社 イ

ン タ ー ア ク

ト 

平 成 ２ ８

年 １ １ 月

３ ０ 日 

４ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ２ ８

７９ 

株式会社 イン

ターアクト 

北九州市小倉南

区横代東町二丁

目１１番２７号 

株 式 会 社 イ

ン タ ー ア ク

ト 

平 成 ２ ８

年 １ １ 月

３ ０ 日 

５ 居宅介護支援 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ ９

４４ 

有限会社千寿会

北九州事業所 

北九州市八幡西

区香月中央二丁

目１０番２５号 

有 限 会 社 千

寿会 

平 成 ２ ８

年 １ １ 月

３ ０ 日 
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北九州市告示第４８７号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第７８条の

１１第２号の規定により次のとおり告示する。 

  平成２８年１２月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治 

 地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０７

０５７５３

デイホーム 

ナチュラル 

福岡県北九州市

八幡西区楠橋上

方一丁目９番１

５号 

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎ 

平成２８

年１１月

３０日 

8


